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   Ｈ０２Ｐ   5/00    　　　Ｕ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成24年2月9日(2012.2.9)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　座標測定機械（１１）を操作するための方法であって、少なくとも１つの電気モータ（
Ｍ）によって駆動される前記座標測定機械（１１）の座標測定装置（５）、特に測定ヘッ
ドが少なくとも１つの方向に動くことが可能であり、また前記方法が、次のステップ、す
なわち、
　（ａ）前記電気モータ（Ｍ）の運動、このようにして、前記座標測定装置（５）の運動
を行うために、前記電気モータ（Ｍ）を通して流れる駆動電流が測定されるステップと、
　（ｂ）前記電気モータ（Ｍ）の運動又は前記座標測定装置（５）の運動が進行すべき目
標速度に基づいて及び／又は目標加速度に基づいて、限界値（ＩＴ）又は限界値帯（すな
わち、下限値と上限値とによって決定されている前記駆動電流に対する値の範囲）が、前
記駆動電流に対して算出され、
　前記目標速度及び／又は目標加速度と、前記電流限界値との関数が一定にプリセットさ
れているステップと、
　（ｃ）前記駆動電流がステップ（ｂ）で検出された前記限界値（ＩＴ）に達した場合及
び／又は前記駆動電流が前記検出された限界値（ＩＴ）を超えた場合又は前記限界値帯か
ら離れた場合、
　前記座標測定装置（５）が所定の状態
　つまり、（ｉ）１以上の警告信号が発せられる、および／又は、
　　　　　（ｉｉ）前記駆動電流が遮断されるおよび／又は、
　　　　　（ｉｉｉ）前記座標測定装置が他の物体に力を加えないように切り離される
　に設定されるステップとを含む方法。
【請求項２】
　前記駆動電流が、所定の長さの時間間隔にわたって前記検出された限界値（ＩＴ）に連
続的に達し及び／又はそれを超えた場合、又は、制限値幅が、所定の長さの時間間隔にわ
たって連続的に逸脱した場合に、
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　前記（ｃ）の（ｉｉ）のように前記駆動電流が遮断される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　請求項１によるステップ（ｃ）で、駆動電流として、ステップ（ａ）で検出された前記
測定値の時間的な変動を平滑化した後に得られる値が使用される、請求項１又は２に記載
の方法。
【請求項４】
　一方で前記目標速度及び／又は前記目標加速度と、他方で前記電流限界値との間の関数
関係が、次に列挙したパラメータ、すなわち、以下に挙げられた要因である周囲温度、前
記座標測定機械（１１）の一部の温度、固定座標系の前記座標測定装置（５）の位置、前
記被測定物に対する又は測定構造の他の部分に対する前記座標測定装置（５）の相対位置
、及び／又は前記座標測定機械（１１）の動作状態のうちの１つ又は複数の要因によって
決定されている１つ又は複数のパラメータによってさらに決定される、請求項１～３のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記駆動電流が遮断される前に、前記駆動電流の電流方向が最初に反転される、請求項
１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記座標測定装置（５）の運動を行うために、複数の電気モータ（Ｍ）が設けられ、前
記電気モータ（Ｍ）の運動を前記座標測定装置（５）の運動の運動成分に一義的に割り当
てることができ、請求項１による前記ステップ（ａ）～（ｃ）が前記複数の電気モータ（
Ｍ）の各々について別個に実施され、ステップ（ｂ）の前記目標速度及び／又は目標加速
度を前記運動成分のためにそれぞれ使用でき、また前記目標速度及び／又は目標加速度に
基づき前記限界値（ＩＴ）がそれぞれ検出される、請求項１～５のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項７】
　請求項１によるステップ（ａ）で測定された前記駆動電流の少なくとも１つの値が、前
記座標測定機械（１１）の動作中に、特に前記座標測定装置（５）の運動中に前記駆動電
流の測定の測定誤差を点検するために、予想値と比較される、請求項１～６のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項８】
　前記予想値が、前記目標速度と前記目標加速度とを使用して検出される、請求項７に記
載の方法。
【請求項９】
　前記座標測定装置（５）が対象物による妨げなしに自由に動かされる前記座標測定機械
（１１）の較正操作中に、様々な速度値の駆動電流及び／又は前記座標測定装置（５）の
加速度の通常の値が測定かつ記憶され、前記座標測定機械（１１）の動作の前に通常の値
から、前記目標速度及び／又は前記目標加速度の様々な値の前記駆動電流の限界値が確定
される、請求項１～８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記座標測定装置（５）の速度及び加速度が、較正操作中に、前記座標測定機械（１１
）の固有の動作のために設けられた座標を決定するための評価装置（ＰＣ）を使用して及
び／又は前記電気モータ（Ｍ）のタコ信号を使用して決定される、請求項９に記載の方法
。
【請求項１１】
　少なくとも１つの電気モータ（Ｍ）によって駆動されて少なくとも１つの方向に動くこ
とが可能な座標測定装置（５）、特に測定ヘッドを有する座標測定機械（１１）であって
、前記座標測定機械（１１）が、次のもの、すなわち、
　　（ａ）前記電気モータ（Ｍ）の運動、このようにして、前記座標測定装置（５）の運
動を行うために、前記電気モータ（Ｍ）を通して流れる駆動電流を測定するように形成さ
れる電流測定装置（ＩＭ）と、
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　　（ｂ）前記電気モータ（Ｍ）の運動又は前記座標測定装置（５）の運動が進行すべき
目標速度に基づいて及び／又は目標加速度に基づいて、限界値（ＩＴ）又は限界値帯（す
なわち、下限値と上限値とによって決定されている前記駆動電流に対する値の範囲）を前
記駆動電流に対して算出し、前記目標速度及び／又は目標加速度と、前記電流限界値との
関数が一定にプリセットされている目標値検出装置（ＰＣ、ＭＣ）と、
　　（ｃ）前記電流測定装置及び前記目標値検出装置と結合され、また前記駆動電流が前
記目標値検出装置（ＰＣ、ＭＣ）によって検出された前記限界値（ＩＴ）に達した場合、
及び／又は前記駆動電流が前記目標値検出装置（ＰＣ、ＭＣ）によって検出された前記限
界値（ＩＴ）を超えた場合又は前記駆動電流が前記限界値帯から離れた場合、
　前記座標測定装置（５）が所定の状態
　つまり、（ｉ）１以上の警告信号が発せられる、および／又は、
　　　　　（ｉｉ）前記駆動電流が遮断される、および／又は、
　　　　　（ｉｉｉ）前記座標測定装置が他の物体に力を加えないように切り離される
　に設定されるステップとを含む座標測定機械。
【請求項１２】
　前記操作装置が遮断装置（ＰＣ、ＳＷ１、ＭＣ、ＳＷ２）を備え、前記遮断装置が前記
電流測定装置及び前記目標値検出装置と結合され、かつ前記駆動電流が前記検出された限
界値（ＩＴ）に達した場合、及び／又は前記駆動電流が前記検出された限界値（ＩＴ）を
超えた場合又は前記駆動電流が前記限界値帯から離れた場合、前記駆動電流を遮断するよ
うに形成される、請求項１１に記載の座標測定機械。
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